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（一斉放水の様子）

　平成27年１月21日（水）に朝日町役場庁舎にて、川越町と「災害時における相互応援協定等に関す
る協定書」の調印式を行いました。
　この協定は、災害時に朝日町、川越町による相互応援が迅速に行われるように締結されるもので、
その応援内容につきましては、避難者及び傷病者の受け入れや食料品・飲料水及び生活必需品の提供、
資機材の提供、町役場の機能確保のために必要な施設及び設備の提供などとなっています。
　今後、防災体制をより一層強固なものとし、協働して防災対策の推進を図っていきます。

朝日町・川越町防災協定の締結について

　平成27年１月23日（金）、朝日小学校で消防訓練が実施されました。毎年１月26日は文化財防火
デーとなっています。それに伴い昨年、有形文化財として登録された小学校円形校舎を火災の発生に
備えて訓練の対象としました。
　小学校円形校舎からの火災を想定し、校舎からの児童及び先生の校庭への避難、校舎に取り残され
ている児童の救助、最後に円形校舎へ一斉放水をする訓練内容でした。
　四日市市北消防署・四日市市北消防署朝日川越分署とともに朝日町消防団第三分団も放水に参加し
ました。消防団員もいざというときに供えて、このような訓練に懸命に励んでいます。
　まだまだ空気の乾燥する日が続きます。皆さまも身の周りを見渡し、火災が発生しないよう心がけ
ましょう。

朝日小学校消防訓練


